
 

＜議事内容について＞ 

１ 山ノ内浄水場跡地における都市計画制限の見直し関連案件 

 ・ 用途地域の変更について 

 ・ 地区計画の決定について（太秦安井山ノ内地区地区計画） 

 ⑴ 趣旨 

   太秦安井山ノ内地区は，近年の水需要の減少を踏まえ，市内浄水場の施設規模の適正化を図 

  るため，山ノ内浄水場が平成２５年３月末に廃止されたことにより生まれた用地であり，右京 

  区の拠点である「サンサ右京」や地下鉄東西線太秦天神川駅及び京福電鉄嵐山本線嵐電天神川 

  駅に隣接するなど，交通アクセスにも優れた地区であるとともに，民間事業者の活力を生かし 

  た有効活用が早期に望まれる地区です。 

   このような背景の下，京都市では，西部地域はもとより，市全体の活性化に資する跡地活用 

  を行うため，大学を中核とした複合用途機能の誘導やにぎわいの創出を図ることなどを示した 

  「山ノ内浄水場跡地活用方針」を策定しています。 

   さらに「京都市都市計画マスタープラン」においても，当地区は，公共交通ネットワーク等 

  とのつながりを重視し，地域に開かれた大学など学術研究機能を誘導するとともに，周辺生活 

  環境との調和を図りつつ，学術研究機能と地域とが共存したまちづくりを促進する地区の一つ 

  として位置付けています。 

   本都市計画は，このような地区において用途地域の変更と地区計画を策定することにより， 

  周辺環境や景観と調和した右京区の新たなまちづくりの拠点として，大学を中核とした複合的 

  な都市機能の集積を図り，地域とともににぎわいと潤いのあるまちづくりを進めるものです。 

 ⑵ 変更の概要 

  ア 用途地域の変更 

 変 更 前 変 更 後 

用途地域 工業地域 近隣商業地域 

容 積 率 
２００％ 

（御池通から２５メートルは３００％） 
３００％ 

建ぺい率 ６０％ 

８０％ 

（ただし，地区整備計画により   

６０％に制限する。） 

  イ 地区計画の決定（太秦安井山ノ内地区地区計画） 

   ・ 区域の面積：約５．４ヘクタール（Ａ地区：３．７ヘクタール） 

   ・ 建築物等の用途の制限：Ａ地区については，次に掲げる建築物の建築を禁止 

      ①住宅②共同住宅③マージャン屋，ぱちんこ屋，射的場，勝馬投票券発売所，場外 

     車券売場その他これらに類するもの④カラオケボックスその他これに類するもの 

   ・ 建築物の建ぺい率の最高限度：６０％ 

   ・ 壁面の位置の制限：建築物の壁又はこれに代わる柱の面（以下「壁面」という。）から道 

    路境界線，河川境界線又は隣地境界線までの距離の最低限度については，以下のとおりと 

    する。 

     の境界線までは１０メートル，西高瀬川の境界線までは１メー 

    トル，隣地境界線までは２メートル②①の規定に関わらず，休憩所，自転車置場その他こ 

    れらに類する建築物で地階を除く階数が１のものについては，壁面の制限を適用しない。 

 



２ 地区計画の決定について（姉小路界わい地区地区計画） 

 ⑴ 趣旨 

   姉小路界わい地区は，姉小路通を軸として東西は寺町通から烏丸通まで，南北は御池通から 

  三条通までを区域とし，歴史的な市街地として低層の戸建てを中心とした落ち着いた町並みが 

  残り，文人墨客の看板を掲げる格調ある老舗が集まる京都らしい品格のあるまちです。 

   また，当地区については，「京都市都市計画マスタープラン」において，町並みとの調和に配 

  慮した商業機能の充実を図る地域に位置付けられています。 

   本都市計画は，このような地区に地区計画を策定することにより，「姉小路界隈町式目」にみ 

  られる自主的なルールの下，お互いに気遣い，お互いに協力しながら，「なりわい」を継承し， 

  もてなしのこころを育んできた暮らしの知恵や精神が受け継がれた地域において，住環境を維 

  持するとともに，「「暮らし」と「なりわい」と「文化」のバランスを大切に育むまち姉小路界 

  隈」の実現を図るものです。 

 ⑵ 変更の概要 

  ・ 区域の面積：約７．６ヘクタール 

  ・ 建築物等の用途の制限：次に掲げる建築物の建築を禁止 

     ①風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（以下「風営法」という。）第２条 

    第１項に規定する風俗営業の用に供する建築物②風営法第２条第６項に規定する店舗型性 

    風俗特殊営業及び同条第９項に規定する店舗型電話異性紹介営業の用に供する建築物③マ 

    ージャン屋，ぱちんこ屋，射的場，勝馬投票券発売所，場外車券売場その他これらに類す 

    るもの④カラオケボックスその他これに類するもの 

 

３ 地区計画の決定について（河原町商店街地区地区計画） 

 ⑴ 趣旨 

   河原町商店街地区は，国際観光都市である京都を構成する一つの核として，若々しい感性に 

  満ち，時とともに変貌し続けながら最先端の情報を発信することで，若い世代のみならず，幅 

  広い世代に親しまれ，京都を代表する繁華街として発展してきました。 

   また，当地区については，「京都市都市計画マスタープラン」において，商業・業務機能の立 

  地誘導，多様な都市機能の集積を図る地域に位置付けられています。 

   本都市計画は，このような地区に地区計画を策定し，商業・業務機能を誘導するなど，建築 

  物等の用途を制限することにより，訪れる人々が快適に過ごせる場と都心幹線道路沿道のにぎ 

  わいの創出を図るものです。 

 ⑵ 変更の概要 

  ・ 区域の面積：約３．７ヘクタール（Ａ地区：３．３ヘクタール，Ｂ地区：０．４ヘクタール） 

  ・ 建築物等の用途の制限：Ａ地区及びＢ地区については，次に掲げる建築物の建築を禁止 

     ①風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（以下「風営法」という。）第２条 

    第１項第１号から第７号までに規定する風俗営業の用に供する建築物②風営法第２条第６ 

    項に規定する店舗型性風俗特殊営業及び同条第９項に規定する店舗型電話異性紹介営業 

    の用に供する建築物③マージャン屋，ぱちんこ屋（Ｂ地区を除く），射的場，勝馬投票券発 

    売所，場外車券売場その他これらに類するもの（ゲームセンターを除く。）④１階を住宅（事 

    務所，店舗その他これらに類する用途を兼ねるものにあってはその居住の用に供する部分） 

    の用途に供するもの。ただし，１階における居住の用に供する部分が河原町通に面してい 



    ないものを除く。⑤１階を共同住宅，寄宿舎又は下宿の用途に供するもの。ただし，１階 

    部分を共同住宅，寄宿舎又は下宿の共用の廊下，階段，昇降機その他の居住以外の部分の 

    みに供するもので，かつ，当該用途に供する部分の床面積の合計が１階の床面積の２分の 

    １以下であるものを除く。⑥自動車車庫その他の専ら自動車の停留又は駐車のための施設 

    （誘導車路，操車場所及び乗降場を含む。以下「自動車車庫等」という。）。ただし，建築 

    物に付属する自動車車庫等で，床面積の合計が建築物の延べ面積（自動車車庫等の用途に 

    供する部分を除く。）の合計を超えないもので，かつ，１階における自動車車庫等の用途に 

    供する部分が河原町通に面していないものを除く。⑦倉庫その他これに類するもの（以下 

    「倉庫等」という。）。ただし，倉庫等で，床面積の合計が建築物の延べ面積（倉庫等の用 

    途に供する部分を除く。）の合計を超えないもので，かつ，１階における倉庫等の用途に供 

    する部分が河原町通に面していないものを除く。 


